
「平成１７年度政務調査費（議員支給分）に関する知事措置請求」

に係る監査結果について（通知）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づき提出さ

れた住民監査請求について監査した結果を、下記のとおり通知します。

記

１ 請求のあった日

平成１８年６月１３日

２ 請求人

松江市 渡部美津子

３ 請求の要旨

（１）島根県議会事務局は、島根県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一

部として、議会における会派に月額３万円、議員に月額２７万円の政務調査費を

交付している。

（２）平成１７年度の議員支給分に係る収支報告書は、議員の申し合わせにより従前

の「収支報告書のみ」から、より詳細な内訳書が添付される例が多くなり 「透、

明度」の点からすれば若干の前進が見られた。

（３）この収支報告書の内容を詳細に見れば 「資料作成費」や「広報費」で名刺を、

印刷した例 「広報費」で会報を発行、郵送している例 「人件費」で秘書給料、 、

を支出している例 「調査研究費」や「事務所費」で車のリース料を支払ってい、

る例 「調査研究費」で月ごとのタクシー代を支払っている例及び年間のガソリ、

ン代を一括支出している例など、議員の政治活動経費のために政務調査費を流用

している例が多く見られた。

（４）議員個々に支給される政務調査費は、県政に関する調査研究を目的として支出

される経費であり、議員個人の政治活動経費はその目的外支出にあたり、地方自

治法の規定に反する。

（５）議員報酬或いは個人の政治活動資金で賄うべき経費に政務調査費を充当するの

は、県議会議員の不当利得と解され、県民感情からすれば不当以外の何物でもな

い。

（６）よって、平成１７年度に支出された政務調査費議員支出済額１億２，４８１万

円余（公費充当額１億２，０６３万円余）の使途を精査し、本来の使途基準に反

した支出について議員個々に返還を求めるよう島根県知事に勧告されたい。



４ 請求の受理

本件請求は、地方自治法（以下「法」という ）第２４２条第１項及び第２項に。

規定する要件を具備しているものと認め、平成１８年６月１３日をもってこれを受

理した。

５ 請求人の証拠の提出及び陳述

法第２４２条第６項の規定に基づき請求人に証拠の提出及び陳述の機会を設けた

ところ、平成１８年７月３日、請求人が新たな証拠を提出するとともに請求の要旨

を捕捉する陳述を行った。

６ 監査の対象

請求人の請求要旨等から、監査対象事項を平成１７年度一般会計の議会費の負担

金補助金及び交付金のうち本件請求に係る政務調査費の議員支給分とし、監査対象

機関を島根県知事の補助執行者として平成１７年度の交付事務を行った県議会事務

局とした。

なお、本件請求に係る政務調査費の支出については、支出の日から１年を経過し

た後のものがあるが、島根県政務調査費の交付に関する条例（平成１３年島根県条

例第３１号）第１３条第２項の規定による閲覧が可能になった時期が平成１８年６

月１日であることから、法第２４２条第２項ただし書に規定する正当な理由がある

と認められるので、監査の対象とした。

７ 監査委員の除斥

本件請求の監査において、藤山勉監査委員及び絲原德康監査委員は、当該支出に

関し直接の利害関係を有するため、法第１９９条の２の規定により、本件監査から

除斥とした。

８ 監査の実施結果

監査対象事項について、関係する条例又は規程等との照合、関係書類等の調査、

監査対象機関からの事情聴取等を実施した結果、次の事項を確認した。

（１）島根県政務調査費の交付に関する条例（平成１３年３月、県条例第３１条。以

下「条例」という ）の制定経緯について。

平成１２年４月にいわゆる地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己

決定・自己責任が拡大するなか、地方議会が担う役割はますます重要なものとな

り、会派又は議員の調査研究活動の基盤を充実させ、ひいては議会の審議能力を

強化し、その活性化を図るため平成１２年５月、法の一部改正により地方公共団

体の議会における会派又は議員に対し、条例に基づいて政務調査費を交付するこ

とができることとなった。

島根県議会では、政務調査費の額や条例などを検討するため、平成１２年７月

に議員７名で構成する「政務調査費条例に関する懇話会」を設置し、条例案等の



検討を行い、同年１２月に検討結果を議長に報告した。

議長はこれを受け、他県等の状況調査や検討を行ったうえ、平成１３年２月定

例県議会に提案し、同年３月１３日に可決成立、同年４月１日から施行された。

（２）条例の内容について

① 条例の趣旨（条例第１条）

この条例は法第１００条第１３項及び第１４項の規定に基づいて、島根県議

会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及

び議員に対し政務調査費を交付することに関し必要事項を定める。

② 議員に係る政務調査費（条例第４条）

議員に係る政務調査費は、月額２７万円を月の初日に在職する議員に対し交

付するとし、また、月の途中において議員の辞職等があった場合、これらの事

由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じ

なかったものとみなす。

③ 支給を受ける議員の通知（条例第６条）

議長は、政務調査費の支給を受ける議員について、毎年度４月５日までに、

また、年度の途中において議員の異動が生じたときは速やかに知事に通知しな

ければならない。

④ 政務調査費の交付決定（条例第７条）

、 、知事は 議長からの通知に係る議員について政務調査費の交付の決定を行い

議員に通知しなければならない。

⑤ 政務調査費の交付（条例第８条）

知事は、交付の決定を行った議員に対し毎四半期の最初の月の１５日（その

日が県の休日に当たるときは、その翌日）に当該四半期に属する月数分の政務

調査費を交付するものとする。

また、１四半期の途中に辞職等により議員でなくなったときは、議員でなく

なった日の属する月の翌月（その日が月の初日の場合は、当月）分以降の政務

調査費を速やかに返還しなければならない。

⑥ 政務調査費の使途（条例第９条）

議員は、政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。

⑦ 収支報告書の提出（条例第１０条第１項、第３項）

議員は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」とい

う ）を別に定める様式により年度終了日の翌日から起算して３０日以内に議。

長に提出しなければならない。

また、議員は、辞職等により議員でなくなったときには、その日の属する月

までの収支報告書を別に定める様式により議員でなくなった日の翌日から起算

して３０日以内に議長に提出しなければならない。

⑧ 議長の調査（条例第１１条）

議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書が提出されたとき

は、必要に応じ調査を行うものとする。



⑨ 政務調査費の返還（条例第１２条）

議員は、その年度に交付を受けた政務調査費に残余を生じたときは、収支報

告書の提出後速やかに当該残余額を知事に返還しなければならない。

⑩ 収支報告書の保存及び閲覧（条例第１３条）

収支報告書は提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日ま

で議長が保存しなければならない。また、県内に住所を有する者等は、収支報

告書の閲覧を請求することができる。

⑪ 議長への委任（条例第１４条）

条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長が別

に定める。

（３）島根県政務調査費の交付に関する規程（平成１３年３月、議会告示第２号。以

下「規程」という ）の内容について。

① 趣旨（規程第１条）

条例に基づいて政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

② 政務調査費の使途基準（規程第４条）

議員に係る政務調査費は別表第２（下記の表）のとおりとする。

項 目 内 容

調査研究費 議員が行う島根県の事務及び地方行財政に関する調査研究並び

に調査委託に要する経費

研修費 団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員の雇用す

る秘書等の参加に要する経費

会議費 議員が行う地域住民の島根県政に関する要望、意見を吸収する

ための各種会議に要する経費

資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費 議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要す

る経費

広報費 議員が行う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に

要する経費

事務所費 議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に

要する経費

事務費 議員が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費

人件費 議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費

③ 収支報告書写しの知事への送付（規程第６条）

議長は、議員より提出された収支報告書の写しを、知事に送付するものとす

る。

④ 証拠書類等の整理保管（規程第７条）

議員は、政務調査費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にす

るとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支

報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保管



しなければならない。

⑤ 収支報告書の閲覧（規程第８条）

収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起

算して３０日を経過した日の翌日からすることができる。なお、閲覧は、議会

事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

（４）政務調査費に係る申し合わせについて

平成１７年１２月８日に議会の各派の代表者会議が開催され、議員の自主的な

対応として平成１７年度の収支報告書については、一件３万円以上の支出につい

て内訳書を添付することが申し合わせられた。

（５）平成１７年度政務調査費の執行状況について

① 政務調査費の交付を受ける議員等の通知（条例第６条）

議長は、平成１７年度において政務調査費の交付を受ける議員について、

平成１７年４月１日付けで知事に通知した。

なお、平成１７年８月１７日に議員１名の辞職があったため、同日付けで議

長は、知事に異動通知を行った。

② 政務調査費の交付決定（条例第７条）

知事は、この通知を受け平成１７年４月１日付けで平成１７年度政務調査費

（議員支給分）について交付決定し、各議員に通知した。交付額は、１億２，３

１２万円（２７万円×３８名×１２ヶ月分）であった。

なお、平成１７年８月１７日に議員１名の辞職があり、議長からの異動通知

、 ， （ （ ））を受け 知事は同日付けで１ ８９０千円 ２７万円×７ヶ月分 ９月以降分

を減額する変更交付決定を行った。

③ 政務調査費の交付（条例第８条）

知事は、議員に対し毎四半期の最初の月の１５日（その日が県の休日に当た

るときは、その翌日）に当該四半期に属する月数分の政務調査費を交付した。

第１四半期分については、平成１７年４月１５日に３０，７８０千円（２７

万円×３８名×３ヶ月分）

第２四半期分については、平成１７年７月１５日に３０，７８０千円を交付

した。

なお、議員辞職により交付済みのうち９月分について返還手続きが平成１７

年８月１７日に行われ、同月２５日に該当者から返納された。

第３四半期分については、平成１７年１０月１７日に２９，９７０千円（２

７万円×３７人×３ヶ月分）

第４四半期分については、平成１８年１月１６日に２９，９７０千円が、そ

れぞれ交付され、その結果、交付額は１億２，１２３万円であった。

④ 収支報告書の提出（条例第１０条）

３７名の議員は、平成１８年４月４日から３０日の間に収支報告書を提出し



た。

その内、議員３２名については、政務調査に係る経費を交付額以上に支出さ

れていたが、残りの議員５名については、交付額未満の支出がされていた。

なお、平成１７年８月１７日付けで辞職した議員は、平成１７年９月１３日

に収支報告書が提出され、交付額以上に支出していた。

⑤ 議長による調査の実施状況（条例第１１条）

、 、議長は 政務調査費の適正な運用を期すため収支報告書が提出されたときは

必要に応じ調査を行うものとされているが、その必要性を認めなかったことか

ら、調査を実施しなかった。

⑥ 収支報告書に基づく残余額の返還（条例第１２条）

平成１７年度に交付を受けた政務調査費に残余を生じた議員５名について、

収支報告書に基づいて精算手続きが平成１８年５月１７日に行われ、５月末日

までに総額５９６，９３６円が返還された。

⑦ 使途基準に基づく内容確認等の状況（条例第９条、規程第４条）

知事は法第１５３条の規定に基づき予算執行権限を県議会事務局長ほか一部

、 。の書記に委任し これにより議会事務局が政務調査費の交付事務を行っている

議会事務局は、平成１７年度政務調査費収支報告書の写しの提出を受け、支

出額の確認及び報告書に添付された収支内訳書の記載内容の点検を行った。

その結果、内容については、法及び条例並びに規程に基づいて議員の調査研

究に資するため必要な経費として支出されていたことを確認した。

しかしながら、議会事務局は、委員監査のなかで政務調査費と費用弁償との

重複の有無について確認があったため、再点検したところ疑義が生じた。

このため、議長は平成１８年７月２５日、各議員に対し早急に政務調査費収

支報告書（別紙内訳書を含む）の記載内容について再確認するよう要請した。

この結果、平成１８年７月３１日に政務調査費と議会費の旅費について、重

複等が認められた議員１２名から議長に対し収支報告書の修正報告があり、ま

た、知事にその写しが送付された。

議会事務局は修正内容を確認し、平成１８年８月７日、政務調査費の返還が

必要となった７名の議員に対し、平成１７年度政務調査費のうち総額６３９，

６２１円の返還を求める事務手続きを行った。

９ 監査委員の判断

請求の要旨に沿って監査を実施したところ、島根県知事が平成１７年度に島根県

議会議員に交付した政務調査費の会計処理の状況をみると、交通費・宿泊費につい

ては、費用弁償と重複した額等について自主的に該当議員から返還されることにな

った。それ以外の支出については法令、条例、規程及び島根県会計規則に基づいて

執行されており、明らかに違法と認められ、かつ、講ずべき措置の対象となるもの

はないと判断した。

なお、政務調査費については、法第１００条第１３項の規定において政務調査費

の根拠や交付の対象等は条例で定めること、また、同条第１４項の規定において収



支報告書は議長に提出することが規定されている。

次に条例をみると、条例第１１条に議長の調査の実施について、同第１４条には

政務調査費の交付に関し必要な事項は議長に委任することが規定されている。

加えて、本来、議員の自由と自律に委ねられるべき活動に立ち入ってまで調査を

行い適否の判断をすることは、明らかに違法性が認められない限り執行機関として

の知事はこれを控えざるを得ず、監査委員においても同様であると考える。

したがって、本件請求を棄却する。

議会に対する監査委員の要望10
政務調査費は法令等により制度化され、その基本的な考え方としては、議会の自

律性を尊重し、議会自らが適正な運用を図るべきものと解される。

一方、県民の税金を原資とする政務調査費の使途については、県民に対して透明

性が確保されるよう議員自らが説明責任を果たすことが要請される。

したがって、下記の点について配慮し、政務調査費に係る具体的な使途基準や収

支報告書について議会自ら主体性を発揮して改訂されるよう要望する。

○ 政務調査費の使途基準については、全国都道府県議会議長会から示された「政

務調査費の使途の基本的な考え方について」や他県の基準等を参考にし、支出項

目毎の内容の詳細や政務調査費とそれ以外のものとの按分の考え方などを具体的

に定めること

○ 政務調査費収支報告書の提出にあたっては、その使途の確認がより正確にでき

るよう会計帳簿や証拠書類等の写しの添付を義務づけること


